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市政のうごき

市役所の組織が
⼀部変わります

問い合わせ 政策企画課
（   892・0121）

　

29
年
度
の
納
税
通
知
書
の
発
送

時
期
、
納
期
限
は
下
表
の
と
お
り

で
す
。

■ 

口
座
振
替
制
度
の
ご
案
内

　

市
税
（
市
・
府
民
税
〈
普
通
徴

収
〉、固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、

軽
自
動
車
税
）
の
納
付
に
は
、
便

利
で
確
実
な
口
座
振
替
（
自
動
払

込
）を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

申
し
込
み
は
、
市
内
の
金
融
機

関
ま
た
は
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・
郵
便

局
窓
口
に
口
座
振
替
申
込
書
が
あ

り
ま
す
。納
期
限
の
１
か
月
前
ま

で
に
、
申
込
書
に
記
載
の
あ
る
市

指
定
金
融
機
関
の
窓
口
で
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
前
納（
全
期
一
括
）を
希

望
す
る
人
は
、
固
定
資
産
税
・
都

税　目 市・府民税
（普通徴収）

固定資産税
都市計画税 軽自動車税

納税通知書
発送時期 6月上旬 5月上旬 5月上旬

第 1期納期 6月 30日（金） 5月 31日（水）5月 31日（水）

第 2期納期 8月 31日（木） 7月 31日（月） ー

第3期納期 10月 31日（火）10月　2日（月） ー

第4期納期 12月 25日（月）11月 30日（木） ー

問い合わせ 税務室
（   892・0121）

市
計
画
税
は
４
月
末
ま
で
、
市
・

府
民
税
は
５
月
末
ま
で
に
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
引
き
落
と
し
は
各
納
期

限
の
日
に
指
定
口
座
か
ら
引
き
落

と
し
ま
す
。

※ 

口
座
振
替
申
込
書
は
、
市
外
の

金
融
機
関
に
は
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
市
外
金
融
機
関
を
利
用
す

る
場
合
は
、
税
務
室
納
税
管
理

係
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

29 年度の
市税の納期

市　長

総務課
人事課

★人権と暮らしの相談課
★消費生活センター

　

市
は
、
枚
方
寝
屋
川
消
防
組

合
と
共
同
で
重
篤
な
事
案
に

は
、
救
急
車
に
医
師
を
同
乗
さ

せ
て
現
場
に
向
か
う
「
ド
ク

タ
ー
カ
ー
」
の
運
用
を
４
月
３

日
か
ら
開
始
し
ま
す
。

　

心
肺
停
止
や
脳
卒
中
な
ど
の

重
篤
・
重
症
な
事
案
が
発
生
し

た
場
合
、
一
刻
も
早
く
患
者
を

医
師
の
管
理
下
に
置
く
こ
と

が
、
救
命
率
の
向
上
や
社
会
復

帰
率
の
向
上
に
つ
な
が
り
ま

す
。

運 

用
時
間　

平
日
午
前
９
時
〜

午
後
５
時

※ 

通
常
の
救
急
通
報
の
内
容
に

応
じ
て
、
出
動
が
判
断
さ
れ

ま
す
。

問 

い
合
わ
せ　

健
康
増
進
課
（
℡  

８
９
３
・
６
４
０
５
）

ド
ク
タ
ー
カ
ー
を

ド
ク
タ
ー
カ
ー
を

運
用
し
ま
す

運
用
し
ま
す

★ 地域振興課（自治・
市民活動・商工・観光）
※旧みんなの活力課

総務部
★ 秘書広報課（秘書・
広報）

★ 危機管理室（危
機管理・情報）

※ 旧地域安心課・
情報課

★政策企画課

財務課

財産管理課

企画財政部
都市計画課
開発調整課

★営繕課

第二京阪道路沿道
まちづくり推進室

★都市計画部
★ 道路河川課（道路・
河川）

下水道課
★ 緑地公園課（緑地公
園）

★ 農政課（農業振興・農
業土木）・農業委員会

★都市整備部

★＝新たに部・課名などが変更となった組織

　

４
月
か
ら
表
の
と
お
り
、
市
役

所
の
組
織
が
一
部
変
わ
り
ま
す
。

　

大
き
く
は
、
市
長
直
轄
の
危
機

管
理
室
を
新
た
に
設
置
し
、
災
害

時
な
ど
に
情
報
収
集
や
指
揮
命
令

系
統
の
迅
速
化
を
図
り
ま
す
。ま

た
、
旧
地
域
社
会
部
の
業
務
を
関

係
部
に
集
約
し
ま
し
た
。

　

執
務
室
の
配
置
に
つ
い
て
は
、

「
広
報
か
た
の
」
６
月
号
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

副市長
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問い合わせ 医療保険課
（   892・0121）

■
29
年
度
の
保
険
料

　

保
険
料
算
定
に
伴
う
税
率
は
、

28
年
度
と
同
じ
で
す
。

　

保
険
料
の
算
定
式
は
左
図
の
と

お
り
と
な
り
ま
す
。

■ 

保
険
料
の
軽
減

① 

世
帯
の
所
得
水
準
に
応
じ
て
、

被
保
険
者
均
等
割
額
が
軽
減
さ

れ
ま
す（
下
表
の
と
お
り
）。

※ 

軽
減
に
該
当
す
る
か
を
判
断
す

る
総
所
得
金
額
な
ど
に
は
、
専

従
者
控
除
、
譲
渡
所
得
の
特
別

控
除
の
税
法
上
の
規
定
は
適
用

さ
れ
ま
せ
ん
。

※ 

当
分
の
間
、
年
金
収
入
に
つ
き

公
的
年
金
等
控
除
を
受
け
た
65

歳
以
上
の
人
に
つ
い
て
は
、公
的

年
金
な
ど
に
係
る
所
得
金
額
か

ら
15
万
円
が
控
除
さ
れ
ま
す
。

※ 

世
帯
主
が
被
保
険
者
で
な
い
場

合
で
も
、そ
の
世
帯
主
の
所
得
が

軽
減
判
定
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

② 

所
得
割
額
の
賦
課
対
象
者
の

内
、
算
定
に
か
か
る
所
得
金
額

が
58
万
円
以
下
（
年
金
収
入
の

み
の
場
合
は
２
１
１
万
円
以

下
）
の
人
は
、
所
得
割
額
が
２

割
軽
減
さ
れ
ま
す
（
30
年
度
以

降
は
廃
止
と
な
り
ま
す
）。

③ 

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

す
る
前
日
に
お
い
て
、
会
社
の

被保険者均等割軽減の所得判定区分 軽減
割合

軽減後の
額（年額）

①
下欄②に属する被保険者であり、当該世帯の被保険者全員の
各所得が 0円であるとき（ただし、公的年金等控除額は 80
万円として計算する）

9割 5,164 円

② 世帯（同一世帯内の被保険者と世帯主）の総所得金額などが、基礎控除額（33万円）を超えないとき 8.5割 7,747 円

③ 世帯（同一世帯内の被保険者と世帯主）の総所得金額などが【基礎控除額（33万円）＋27万円×被保険者の数】を超えないとき 5割 25,824円

④ 世帯（同一世帯内の被保険者と世帯主）の総所得金額などが【基礎控除額（33万円）＋49万円×被保険者の数】を超えないとき 2割 41,319円

世
帯
の
所
得
に
応
じ
た
額
の
９

割
ま
た
は
８
・
５
割
軽
減
に
該

当
す
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

軽
減
割
合
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

■
保
険
料
通
知
の
送
付
時
期

　
「
保
険
料
額
決
定
通
知
書
」
お

よ
び「
納
入
通
知
書
」は
、
７
月
中

旬
に
送
付
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

７
月
以
降
に
被
保
険
者
と
な
っ

た
人
に
は
、
８
月
以
降
に
順
次
、

通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

■ 

29
年
２
月
に
保
険
料
を
年
金
天

引
き
で
納
付
し
た
人

　

４
・
６
・
８
月
の
年
金
受
給
時

に
、
２
月
に
年
金
天
引
き
さ
れ
た

金
額
と
同
額
を
仮
徴
収
額
と
し
て

年
金
天
引
き
し
ま
す
。
な
お
、
保

険
料
額
の
通
知
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
簡
易
申
告
書
の
送
付

　

保
険
料
の
軽
減
、
自
己
負
担
割

合
や
自
己
負
担
限
度
額
の
判
定
は

所
得
情
報
を
基
に
行
い
ま
す
。そ

の
た
め
所
得
情
報
の
な
い
人
に

は
、
６
月
ご
ろ
に
簡
易
申
告
書
を

送
付
し
ま
す
。

■
健
康
診
査
費
用
の
助
成

　

４
月
下
旬
、
被
保
険
者
に
「
健

康
診
査
受
診
券
」
を
送
り
ま
す
。

年
度
途
中
に
75
歳
に
な
る
人
に

は
、
誕
生
月
の
翌
月
初
旬
に
順
次

送
り
ま
す
。

　

広
域
連
合
が
指
定
す
る
医
療
機

健
康
保
険
や
共
済
組
合
、
船
員

保
険
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
人

は
、
所
得
割
額
は
課
さ
れ
ず
、

被
保
険
者
均
等
割
額
が
７
割
軽

減
さ
れ
ま
す
。

※ 

30
年
度
分
は
、
５
割
軽
減
と
な

り
ま
す
。
ま
た
、
31
年
度
分
以

降
は
、
資
格
取
得
後
２
年
を
経

過
す
る
月
ま
で
の
間
に
限
り
、

５
割
軽
減
と
な
り
ま
す
。な
お
、

関
で
、有
効
期
限
ま
で
無
料
（
年
度

中
１
回
）
で
受
診
で
き
ま
す
の
で
、

事
前
に
医
療
機
関
な
ど
に
予
約
し
、

受
診
券
と
被
保
険
者
証
を
持
っ
て

受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

３
月
に
75
歳
に
な
る
人
に
は
、４

月
に
受
診
券
を
送
り
ま
す
の
で
、

受
診
は
翌
年
度
に
な
り
ま
す
。

■
人
間
ド
ッ
ク
費
用
の
助
成

　

被
保
険
者
が
人
間
ド
ッ
ク
を
受

診
し
た
場
合
、費
用
の
一
部
を
助
成

（
年
度
中
１
回
）し
て
い
ま
す
。

　

助
成
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

申
請
す
る
ま
で
の
間
は
、領
収
書
な

ど
を
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

助
成
額　

上
限
２
万
６
０
０
０
円

申 

請
に
必
要
な
も
の　

人
間
ド
ッ

ク
の
領
収
書
、
人
間
ド
ッ
ク
の

検
査
結
果
通
知
書
な
ど
の
写

し
、
被
保
険
者
証
、
口
座
情
報

が
分
か
る
も
の
、印
鑑

申
請
窓
口　

市
医
療
保
険
課

■
制
度
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

　

大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
事
務
局

▽ 

保
険
料
、
被
保
険
者
資
格
、
被

保
険
者
証
な
ど
＝
資
格
管
理
課

（
℡   

06
・
４
７
９
０
・
２
０
２
８
）

▽ 

給
付
事
務
、
保
健
事
業
（
健

康
診
査
）、
医
療
費
通
知
、
レ

セ
プ
ト
点
検
な
ど
＝
給
付
課

（
℡   

06
・
４
７
９
０
・
２
０
３
１
）

年間保険料（※ 1）
＝

被保険者均等割額〈被保険者
1人あたり 5万 1,649 円〉

＋

所得割額〈賦課の基となる所
得金額（※ 2）× 10.41％〉

（ ※ 1）保険料年額の限度
額は 57万円です。
（ ※ 2）前年の総所得金額・
山林所得金額・他の所
得と区分して計算される
所得の金額の合計額から
基礎控除額 33 万円を控
除した額です（雑損失の
繰越控除額は控除しませ
ん）。

保険料の算定式

後期⾼齢者医療の
お知らせ

問い合わせ 臨時福祉給付⾦推進室
（   0570・021・192）

　

26
年
度
か
ら
の
消
費
税
率
の
引

き
上
げ
に
よ
る
影
響
を
緩
和
す
る

た
め
、低
所
得
者
に
対
し
暫
定
的
・

臨
時
的
な
措
置
と
し
て
、「
臨
時
福

祉
給
付
金
（
経
済
対
策
分
）」
が
支

給
さ
れ
ま
す
。

基 

準
日　

平
成
28
年
１
月
１
日
時

点
で
、
交
野
市
に
住
民
票
が
あ

る
人

※ 

基
準
日
に
生
ま
れ
た
人
は
、
給

付
の
対
象
に
な
り
ま
す
。基
準

日
の
翌
日
以
降
に
生
ま
れ
た
人

や
、
支
給
決
定
ま
で
の
間
に
亡

く
な
っ
た
人
は
、
対
象
と
な
り

ま
せ
ん
。

対 

象
者　

28
年
度
分
の
市
民
税

（
均
等
割
）が
非
課
税
の
人

※ 

課
税
さ
れ
て
い
る
人
の
扶
養
親

族
や
生
活
保
護
制
度
の
被
保
護

者
と
な
っ
て
い
る
場
合
な
ど

は
、対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

支 

給
額　

１
人
に
つ
き
１
万
５
０

０
０
円（
１
回
限
り
）

申 

請
期
間　

４
月
10
日
（
月
）
〜

10
月
10
日（
火
）

※ 

支
給
対
象
者
と
思
わ
れ
る
人
に

は
、
４
月
初
旬
か
ら
順
次
、
制

度
の
案
内
や
申
請
書
な
ど
を
送

付
し
ま
す
。

■
給
付
金
の
詐
欺
に
ご
注
意
！

　

給
付
金
を
装
っ
た
、
振
り
込
め

詐
欺
や
個
人
情
報
の
詐
取
に
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

▽ 

市
や
厚
生
労
働
省
が
、
Ａ
Ｔ
Ｍ

の
操
作
を
お
願
い
す
る
こ
と

や
、
給
付
の
た
め
に
手
数
料
な

ど
の
振
り
込
み
を
求
め
る
こ
と

は
、絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

▽ 
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
自
分
で
操
作
し
て
、

他
人
か
ら
お
金
を
振
り
込
ん
で

も
ら
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▽ 

厚
生
労
働
省
が
住
民
の
み
な
さ

ん
の
世
帯
構
成
や
銀
行
口
座
の

番
号
な
ど
の
個
人
情
報
を
照
会

す
る
こ
と
は
、
絶
対
に
あ
り
ま

せ
ん
。

問 

い
合
わ
せ　

交
野
警
察
署
（
℡  

８
９
１
・
１
２
３
４
）か
、警
察

相
談
専
用
電
話（
＃
９
１
１
０
）

給付⾦の受け付けが
始まります

ごみの排出方法が 10月から変わりますごみの排出方法が 10月から変わります
　10月 1日から、ごみの排出方法が変更となります。それに伴い、4月から 9月末までの間、各地区ごとに
説明会を随時実施します。説明会の日程などは地区の回覧板や市ホームページでお知らせします。
■変更内容の一部
▷ 「普通ごみ」から「燃やすごみ」に名称が変わります。また、「燃やすごみ」は従来の普通ごみに加えて、45㍑のポ
リ袋に入る燃えるもの（衣類・靴・製品プラスチック類・木類など）を原則排出できるようになります。
▷ 「可燃粗大ごみ」「不燃粗大ごみ」から「粗大ごみ」「有料粗大ごみ」に名称が変わります。粗大ごみ
の中で、指定された約 60品目と、長さ大きさ制限のかかる物が有料となります。
※新しいごみ出しマニュアルは、8～ 9月の間に全戸配布します。
問い合わせ　環境総務課（℡  892・2471）

問い合わせ 健康増進課
（   893・6405）

　

４
月
か
ら
市
内
実
施
歯
科
医
院

で
、
新
た
に
妊
産
婦
歯
科
健
康
診

査
を
実
施
し
ま
す
。

　

妊
娠
中
は
、
つ
わ
り
や
ホ
ル
モ

ン
バ
ラ
ン
ス
の
変
化
で
、
虫
歯
や

歯
周
病
に
か
か
り
や
す
く
な
り
ま

す
。
重
度
の
歯
周
病
は
、
早
産
や

低
体
重
児
出
産
の
リ
ス
ク
が
高
く

な
る
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。ま

た
、お
母
さ
ん
が
虫
歯
の
治
療
や
、

口
の
清
掃
を
受
け
て
虫
歯
菌
を
減

ら
す
こ
と
で
、
将
来
子
ど
も
へ
の

虫
歯
菌
感
染
の
リ
ス
ク
が
減
り
ま

す
。

　

妊
娠
中
や
出
産
後
は
、
歯
科
受

診
が
後
回
し
に
な
る
傾
向
が
あ
る

た
め
、
歯
科
健
康
診
査
を
受
診
し

て
く
だ
さ
い
。　

事 

業
開
始
日　

４
月
１
日
（
土
）

か
ら

対 　

象　

受
診
日
に
市
民
で
妊

婦
、
ま
た
は
妊
娠
中
に
受
診
で

き
な
か
っ
た
産
後
１
年
未
満
の

産
婦
（
29
年
４
月
２
日
以
降
に

出
産
し
た
人
）

※ 

４
月
以
降
、
妊
娠
届
を
出
さ
れ

た
人
に
受
診
券
を
発
行
し
ま

す
。
３
月
ま
で
に
妊
娠
届
を
出

し
、
４
月
２
日
以
降
に
出
産
予

定
の
人
に
は
受
診
券
を
送
付
し

ま
す
。詳
し
く
は
、「
わ
が
家
の

健
康
管
理
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

内 　

容　

問
診
、
口
腔
内
診
査
、

口
腔
衛
生
指
導

回　

数　

１
回
限
り

費　

用　

無
料

受
診
に
必
要
な
も
の　

▽
妊
産
婦
歯
科
健
康
診
査
受
診
券

▽
母
子
健
康
手
帳

▽ 

年
齢
・
住
所
が
確
認
で
き
る
も

の（
運
転
免
許
証
な
ど
）

申 

し
込
み　

直
接
、
市
内
実
施
歯

科
医
院

妊産婦⻭科
健康診査
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ようこそ！
校区福祉委員会

問い合わせ　社会福祉協議会

（℡  895・1185）

　郡津小学校区は、古い町並みや田園風景が残るまちですが、通
学路には道路横断時に危険な場所がいくつかあり、児童の安全な
通学環境に大きな課題があります。

3月7日の感謝会の様子

　郡津小学校と郡津
地区・各団体が協力
し合って、児童の〝登
下校見守り活動〟を
実施しています。毎
日、通学路のあちらこちらで「いって
らっしゃい」「おかえり」の明るい声で

見守っています。
　また、交野警察署から
車両の交通指導をしてい
ただき、運転マナーの向
上につながっています。

 ＝ ＝ ＝  活動紹介  ＝ ＝ ＝
★ ある日の下校見守り時に、「い
つも見守りしてくれてる、お
ばちゃんや！ ありがとう、
握手しよう」と男の子が駆け
寄って来てくれました。
★ 今年も、郡津小学校で「見守
り感謝会」を開催してもらい
ました。児童のみなさんから
〝ありがとうの心〟が届いた一
日となりました。これからも、
安心安全な通学の環境づくり
を目ざして頑張ります。

問い合わせ ⼦育て⽀援課
（   893・6406）

　

４
月
か
ら
、
児
童
扶
養
手
当
・

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
額
が

変
わ
り
ま
す
。28
年
度
よ
り
も
０
・

１
％
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

■
児
童
扶
養
手
当
支
給
額
の
改
定

支 

給
額
（
月
額
）　

下
表
の
と
お

り
対 　

象　

父
母
の
離
婚
・
死
亡
・

障
が
い
な
ど
に
よ
り
、
父
ま
た

は
母
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い

な
い
児
童
（
18
歳
に
な
っ
て
か

ら
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
児

童
・
一
定
の
障
が
い
が
あ
る
場

合
は
20
歳
未
満
の
児
童
）
を
監

護
す
る
母
、
監
護
し
か
つ
生
計

を
同
じ
く
す
る
父
、
ま
た
は
父

母
以
外
で
児
童
を
養
育
す
る
人

（
児
童
と
同
居
し
、
監
護
し
、
生

計
を
維
持
し
て
い
る
人
）
に
支

給
さ
れ
ま
す
。

※ 

婚
姻
（
内
縁
を
含
む
）、
父
・
母

の
帰
還
、
児
童
を
養
育
し
な
く

な
っ
た
な
ど
、
受
給
資
格
が
な

く
な
っ
た
と
き
は
、
す
ぐ
に
届

け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。届
け

出
を
し
な
い
ま
ま
手
当
て
を

4 月からの児童扶養手当の額

全部支給（引き下げ額） 一部支給（引き下げ額）

本体額
月額 42,290 円
（40円減）

月額 9,980 円～ 42,280 円
（10円～ 40円減）

第 2子加算額
月額 9,990 円
（10円減）

月額 5,000 円～ 9,980 円
（0円～ 10円減）

第 3 子以降加
算額

月額 5,990 円
（10円減）

月額 3,000 円～ 5,980 円
（0円～ 10円減）

受
け
て
い
る
と
、
資
格
が
な
く

な
っ
た
日
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、

手
当
て
を
全
額
返
金
し
て
い
た

だ
き
ま
す
。

■ 

特
別
児
童
扶
養
手
当
支
給
額
の

改
定

支
給
額（
月
額
）

▽ 

１
級
＝
５
万
１
４
５
０
円
（
50

円
減
）

▽ 

２
級
＝
３
万
４
２
７
０
円
（
30

円
減
）

対 　

象　

20
歳
未
満
で
、
政
令
に

指
定
す
る
障
が
い
の
状
態
に
あ

る
児
童
を
監
護
し
て
い
る
父
母

（
主
と
し
て
児
童
の
生
計
を
維

持
す
る
い
ず
れ
か
１
人
）
か
、

父
母
に
代
わ
っ
て
児
童
を
養
育

（
児
童
と
同
居
し
、
監
護
し
、
生

計
を
維
持
）す
る
人

■
受
給
条
件

　

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶

養
手
当
と
も
、
公
的
年
金
給
付
と

の
関
連
や
所
得
制
限
、
支
給
要
件

な
ど
の
条
件
が
あ
り
ま
す
。

※ 

手
当
て
を
受
け
て
い
る
人
で
、

障
が
い
の
程
度
・
住
所
・
名
前

な
ど
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

は
、届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
次
回
の
定
時
払
い

　

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶

養
手
当
と
も
に
、
４
月
11
日
（
火
）

で
す
。

児童扶養⼿当・
特別児童扶養⼿当

 ＝ ＝  見守り活動で ＝ ＝  
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